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導入プロセスを重視した災害対応システムの設計に関する考察 
 

畑山満則†1 
 

平成 25 年 6 月の災害対策基本法改訂において，市町村長には罹災証明書の遅滞のない交付が義務付けられ，被災者

に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳の作成が推奨されることとなった．これらの業務は情報シ

ステムを導入し，情報管理を行うことで円滑な運用が見込まれるが，実際の災害対応では十分な効果を発揮できてい

ないことも多い．本研究では，このような災害対応システムの構築に当たり，導入プロセスを考慮に入れた設計を行

うことを提案し，具体事例を用いて提案手法の評価を行うことを試みる． 

 

A Study on Information System Design for Disaster Corresponding 
Support with Consideration of Introduction Process 

 

MICHINORI HATAYAMA†1 
 

The Great East Japan Earthquake on March 3, 2011, left enormous scars throughout the stricken area. In this paper we report one 
of the results of support activity, one-stop service system for issuance of damage certificate and application for several support 
operations for disaster victims in Nasukarasuyama City Office, Tochigi Prefecture which is one of suffered areas. 

 
 

1. はじめに   

2011 年 3 月 11 日に東北地方太平洋側を中心に東日本に

大きな爪痕を残した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大

津波災害（東日本大震災）の発生を受け，災害対策基本法

の一部が改正され，平成 25 年（2013 年）6 月 14 日より施

行されている．この改編では，市町村長に罹災証明書の交

付が義務付けられ，被災者に対する支援状況等の情報を一

元的に集約した被災者台帳の作成が推奨されている．これ

らは，情報システムを災害対応に積極的に取り入れること

を助長するものであり，開発メーカから様々な提案がなさ

れることが予測される．しかしながら，東日本大震災のよ

うな行政の機能が低下するほどの巨大災害時には，平常時

の行政支援システムの構築と同様のシステム構築では，情

報システムがうまく活用できない可能性もある． 

そこで，本研究では，罹災証明書の発行システムを事例

として，災害時にも活用できる情報システムの設計に関し

て考察を試みるものとする．著者らのグループは，阪神・

淡路大震災（1995 年）では神戸市長田区役所においてコン

ピュータシステムを用いた倒壊家屋解体撤去受付・進捗管

理支援を行っており，中越地震（2004 年）でも新潟県川口

町役場，十日町市役所において IT を用いた支援を行ってき

た．また，東日本大震災では，栃木県那須烏山市役所にお

いて災害対応業務支援システムを開発・提供し，業務の情

報化を支援した．これらの経験から，これまでに災害時に

活用できるシステムに求められる要件を整理してきたが，

本稿では，特にシステム導入のプロセスを設計に組み込む

ことについて検討するものとする． 

                                                                 
 †1 京都大学防災研究所 社会防災研究部門 
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2. 罹災証明書の発行システム 

 1995 年に発生した阪神・淡路大震災を契機に，自治体の

災害対応業務の IT 化が進められているが，東日本大震災時

でも十分に機能したとは言えない状況にある．特に，平成

10 年（1998 年）に施行された被災者生活再建支援法により

その価値が見直された罹災証明書の発行業務は，災害発生

の度に行政を悩ませる業務であり,平成 25 年（2013 年）に

改正された災害対策基本法で遅延のない発行を市町村に義

務づけられた業務であるため，今後，情報システム化が急

速に進むことが予測される． 

 著者等のグループは、2004 年に発生した中越地震時に新

潟県十日町市で行われた発行業務をデータ作成面で支援し

た経験があり、2011 年の東日本大震災では、栃木県那須烏

山市での罹災証明発行システムを構築し、実稼働させた経

験を持つ。また、気仙沼市より罹災証明発行システムの改

良について相談を受け、問題点の整理を行った経験もある

ことから、災害対応システムとして罹災証明発行システム

を取り上げ、システム設計について考察することにする。 

 

3. 那須烏山市での支援活動から 

得られたシステム要求 

3.1 那須烏山市の被害概要 

 東日本大震災では，津波被害と福島第一原発の被害の大

きさ，凄惨さがクローズアップされているが，その周りで

中程度の被害を受けた自治体は比較的早い段階から復興に
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向けての歩みを開始しており，那須烏山市はそのグループ

に含まれる．人口約 3 万人の市は，今回の東日本大震災に

おいて，死者 2 名，全壊建物は 66 棟，一部損壊までを含め

ると約 3000 棟の建物被害を受けた（数値は 2012 年 7 月時

点のものであり，死者数・全壊建物数は栃木県内で 多）

1)．市はり災度判定の方法を模索する際に，様々な自治体に

意見を求めており，その中でり災証明情報の DB 化も同時

に行うべきとの判断をし，著者らが参加する地理情報シス

テム学会東日本大震災支援チームへの支援要請となった 2)． 

3.2 罹災証明発行システムの導入への経緯 

 震災から約 2 週間後の 2011 年 3 月 24 日に市の災害対策

本部より 初の相談があり，支援体制などの調整を経て，

4 月 4 日の市役所への直接訪問を機に支援活動が開始され

た．4 月 8 日より震災支援チームが市役所に入り，システ

ム構築とデータ作成を開始した．市役所は，4 月 5 日から

軽微な被害と思われる建物に関して外観調査を開始，4 月

11 日～28 日に栃木県建築士会の協力で半壊以上と思われ

る建物に対してり災度判定調査を行い（その後は調査期間

中に対応できなかった物件や住民から説明を求められた物

件を中心に調査は継続），5 月 23 日からり災証明発行を開

始し，現在も継続的に行われている． 

3.3 罹災証明発行システムの仕様分析 

開発・提供したシステムは，一般の行政業務支援システ

ムとは違う災害対応独特の要求項目が存在している．以下

では，今回作成したシステムの要求について考察する． 

（１）要求の抽出 

要求の抽出は，ステイクホルダーからの聞き取りや関連

の文書，これまでの業務の知識から行われる．罹災証明の

発行に関しては，内閣府から「災害に係る住家の被害認定

基準運用指針」3)と題したガイドラインが唯一の公式文書

である．これは，建物の罹災度判定の基準について書かれ

ているが，証明書発行に関しては記載されていないため，

システムの要件として取り出せる部分はほとんどない．那

須烏山市では，栃木県を通して栃木県建築士会に，罹災度

判定調査を依頼しており，調査項目については建築士会が

準備した調査シートから取り出すことができた． 

システム利用者である市役所職員は，罹災証明を発行す

る必要があることは地域防災計画から認識していたが，い

つからどのような形式で発行すべきかについては，模索中

であった．そこで，中越地震時に罹災証明発行を経験して

おり，東日本大震災でも罹災証明発行をすでに行っていた

新潟県十日町市役所職員からヒアリングを行った．このヒ

アリングから，罹災証明発行の手順が示された．また，罹

災証明書だけでは何の効力も持たず，災害復興支援事業の

申請時に根拠資料として主に使われることが示された． 

システム構築に関する知識として，著者らのグループで

行った阪神・淡路大震災 4)，中越地震時 5)の支援活動時の

経験や，能登半島地震時の事後ヒアリング調査の結果を関

係者にヒアリングし，対象となる建物を目視確認できるよ

う GIS を利用したシステムとすること，利用者中心の設計

を行うこと，利用者である自治体職員だけでなくサービス

対象である被災者にとって快適なシステムとすることが示

された．被災者の利便性を考慮しシステムの要求として，

罹災度判定と罹災証明発行を分けて考えないこと，罹災証

明書を根拠とする支援事業の申請も同時にできるようにす

ること（ワンストップサービス）を要求項目として挙げる

ことにした．また，できるだけ平常時の延長でできるよう

にし，できない場合はできるだけ早い段階から外部支援者

の手を離れ自治体職員で運用できるようにすることも重要

であることが示唆された． 

（２）要求分析 

要求抽出を受けて要求分析を行った．下記には，主要な

分析内容を示す． 

 平常時の延長ではなく，新たなシステムを開発  

大規模な被害とはどの程度の被害であるかは，自治体に

よりまちまちである．災害対策本部が設置され，緊急対応

体制に切り替わった際でも自治体職員が平常業務で行って

いる情報処理の延長で対応できる範囲の被害であれば外部

からの支援は必要とされない．つまり，事前に大規模な災

害を想定し，効率的なデータ管理が実行可能な体制を組ん

でおくことが理想的な状態となる．しかしながら，自治体

の災害対応行動を規定する地域防災計画には情報の管理手

法までは記されていることはなく，災害に対応業務を担う

ことになった職員の裁量でデータ管理手法は決まることが

ほとんどである．このとき，職員の ICT スキルが高ければ，

災害対応も考慮したシステムを導入しておくことが可能と

なるが，設計者のスキルに合わせたシステムになっていれ

ば，利用できる人が少なくなってしまい，やはりデータ処

理に困ることになる．また，設計者のスキルではなく，利

用者の職員のスキルに合わせたものとなっていても，災害

時にしか使わないシステムでは，実際の災害時に実行性を

担保できない． 

今回は，災害対応を考慮したシステムが導入されていな

かったため，平常時の延長では作業ができなかった．しか

し，税務課に導入されているシステムで利用されている航

空写真データと家屋，地番図のデータを基盤とすることで，

将来のシステム統合の可能性を残すこととした． 

 エンドユーザは行政職員と被災者（罹災証明発行先） 

いくつかの情報システムの組み合わせによる柔軟な対

応が求められた場合について，さらに考察してみよう．こ

の場合には，職員が実際に行動する業務フローの中に情報

システムは組み込まれることになる．このとき，業務フロ

ーを情報システムに合わせることが往々にして行われるが，

業務フローに合わせて情報システムを設計する方が，全体

の効率が上がることは明白である．加えていうならば，業

務フローは，自治体職員の利便性に合わせるのではなく，
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支援事業の対象者である被災者や被災コミュニティの利便

性に合わせたフローが設計できれば理想的である．サービ

ス対象を考慮した設計は，場合によっては全体フローの効

率を下げることもあるが，被災者と行政職員との信頼形成

に良い影響を与えることであるため，ロングタームの視点

からみるとかえって全体の復興を加速させることにつなが

るからである．つまり，情報システムに合わせるのではな

く，行政職員に合わせるのでもなく，被災者の立場に立っ

た業務フローとそれを効率化させる情報システムを設計す

ることが理想的である． 

今回は，罹災度調査の重複を避けるため調査時に外観判

定のみでなく内部調査も行う方式をとり，さらに罹災証明

発行時にすでに決まっている支援事業も同時に申請できる

（ワンストップサービス）ようにシステム設計することで，

被災者の手間をかけないシステムとした．また，調査時に

被災者とのコミュニケーション時間は十分に確保できるス

ケジュールをとることで，被災者との信頼関係の構築を行

えるようにした． 

 復旧期だけでなく復興期まで利用するシステム 

情報システムを設計する際に考えておく必要があるこ

とは，いつまで使われるシステムを設計するのかというこ

とと，いつまで外部支援が続けられるのかということであ

る．うまく動いているシステムは，そのシステムが対応し

ている事業が完了するまで利用されることは容易に想定さ

れるが，災害対応で使われたシステムは，多くの場合，そ

の事業に似た事業でも利用を期待される．さらに，それぞ

れが関連する事業も多い．罹災証明発行などはその典型で

あり，発行した証明書だけでは何の効力もないが，その他

の事業の申請や優先順位の根拠になっているため，様々な

事業のデータベースとの連携を期待される．この場合，外

部支援者が支援を切り上げ，撤収した後も利用する可能性

がある． 

 シンプルなシステム管理 

個人情報の取り扱いや，通信インフラの被害を考えると，

被災後にシステムを組む場合は，スタンドアロンか，ロー

カルネットワーク上にシステムを組む場合が多い．これは

情報管理が現地でないと行えないことを指す．長期化する

システムを構築する際は，現地支援を行っているうちに管

理を内部職員に引き継ぐか，遠隔管理が可能な体制にくみ

なおしておく必要がある．もし，これらのケアなしに，支

援を打ち切るとせっかく使われていたシステムは使えなく

なるだけでなく，そこに蓄積された貴重なデータも記録と

して残らなくなる可能性がある．今回は，ネットワークシ

ステムとするのではなく，デスクトップシステムとして構

築し，複数台の PC にシステムはインストールした．PC 間

のデータの統合は，1 日の終わりに差分データを USB メモ

リで集めて，統合し，それをすべての PC に配布すること

で実現している． 

3.4 システム設計 

 

 

 

 

図１ システムで用いた空間スキーマ 

 

行政が描いている支援事業の事務的部分を円滑にかつ

機能的にサポートできるシステムの設計をおこなった．ワ

ンストップサービスの対象となるのは被災者生活再建支援

法の適用（国），災害復旧等支援金（市），固定資産税減免

（市）の申請であり，これらを罹災証明発行と同時に行え

るようにした．このとき，罹災度をもとに支援サービスを

特定することで誤申請を防ぎ，罹災証明発行のための入力

されていた情報（罹災度判定，調査日，占有者名，所有者

名，物件住所など）を，申請書類のフォーマットに差込み

印刷することで申請者の記入の手間を省くことを行ってい

占有（6002）
GM_POINT
転入日
〃
転出日
〃
罹災者番号（占有者）
振込情報
展開コード番号（6003）
対象者（占有者）１
：
対象者（占有者）N

所有（6004）
GM_POINT
所有開始日
〃
所有終了日
〃
罹災者番号（所有者）
振込情報
展開コード番号（6005）
対象者（所有者）１
：
対象者（所有者）N

建物（6001）
GM_POINT
建物発生日
〃
建物滅失日
〃
建物書類ファイルパス
住所
住所コード
物件番号
台帳延べ床面積
種類
用途
構造
屋根
階数

罹災度（6020）
GM_POINT
被災日
行政判定確定日
判定変更日
〃
調査書類ファイルパス
罹災度調査番号
総合判定結果コード
総合判定結果
全壊判定コード
損傷割合1A
損傷割合1B
損傷割合2
備考

罹災証明（6010）
GM_POINT
合意判定確定日
〃
発行終了日
〃
申請者種別
展開コード番号（6011）
発行履歴１
：
発行履歴N

支援事業１（6301）
GM_POINT
事業申請日
事業開始日
事業終了日
事業完了日
書類ファイルパス
申請番号
申請者コード
申請者登録番号
事業用項目１
事業用項目２
：
事業用項目N
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る．帳票処理と地図を連動させる機能 6)を利用することで，

申請書類の追加や細かな仕様変更にも簡易に対応できるよ

うになっていたため，罹災証明発行の直前まで，ワンスト

ップ申請の対象を追加することが可能であった． 

復興が始まれば，支援事業のステイタスも日々変化して

いくが，予算，人材，資材調達などの面から対象となる世

帯や建物に対して一斉に同時に行われる場合ばかりではな

い．支援事業を申請した人は，周りの進捗情報を聞き，自

分への対応が遅れていれば不安を抱き，問い合わせを行う．

様々な事業の進捗を DB で管理することで，住民の問い合

わせに対して時宜を得た回答を返すことができると不安感

を払拭することが可能となること考慮し，時空間 DB では

事業のステイタス管理の機能も盛り込んでいる． 

これらの内容を実現するための空間スキーマを図１に示す．

これらのうち，占有者情報は住民基本情報に，所有者，建

物情報は固定資産情報に記載されている情報であり，これ

らの台帳がリンクされていれば入力の必要はない（今回は

物理的なリンクはしておらず，必要に応じて部分的に入力

してもらった）．各データは GM_POINT を介してリンクす

ることで，証明書，申請書に転記されることになる． 

4. システム導入プロセス 

 システム利用者は自治体職員であるが，災害時には特殊

な業務が大量に発生し，平常時の業務と重なり人手と時間

が不足する．このような状況の中で，新しいシステムを利

用するためには，その場で相対的に時間に余裕のある人を

確保し，人材育成することが効率的である．この場合，確

保される人は，役所内のデータにアクセスすることを許さ

れた人でないとならない．今回は，税務課より罹災証明書

発行作業の支援に来てくれた臨時職員 2 名をターゲットと

して，短期間での人材育成を行った．人材育成は OJT 形式

を採用し，作業内容は罹災度判定データの入力作業である．

さらにこの入力インターフェースを， 終的に開発される

罹災証明発行システムのインターフェースとシンクロさせ

るように設計することで，この OJT を兼ねたデータ入力作

業をプロトタイピングの評価実験の場としても利用するこ

ととした．臨時職員に入力作業を行ってもらった上でシス

テムの改良ポイントについて意見をもらい，修正すること

を複数回繰り返すことで，短期間にシステム改良のフィー

ドバックを取り入れることができたためユーザインタフェ

ースは職員になじみのよいものに改良されることとなった．

データ入力は罹災度調査と並行して行われたため 1 か月程

度作業を続け，3000 件程度のデータを入力したため，証明

書発行時には臨時職員は十分なユーザエクスペリエンス

（UX）7)を獲得しており，この時点で外部支援者の手を離

れて運営が可能となった．申請書発行業務では，この臨時

職員にバックサポートに回ってもらうことで導入が円滑に

行われた．図２に罹災証明発行の様子を示す． 

 

図２ 罹災証明発行の様子 

5. 罹災証明発行システム構築に関する知見 

 罹災証明の発行を支援するシステムは，協議でいえば，

発行対象，災害の原因，被災年月日，被災場所，被災状況

（罹災度判定），調査日を主とする項目が記載された証明書

を印刷するシステムである．調査データベースが準備され

ていれば，このようなシステムの構築は容易であり，条件

さえ整えば災害後に自治体職員の手で開発することも可能

であろう．これは，エンドユーザを自治体職員のみとした

場合には十分かもしれないが，エンドユーザとしてサービ

ス対象である証明書申請者（被災者）を加えた場合には必

ずしも十分とは言えない．図３に示すように，罹災度判定

は調査者である自治体と申請者である被災者の合意が得ら

れて初めて確定し，その結果が印刷されなければならない．  

 

図３ 狭義と広義の罹災証明発行システム 
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合意のためには判定結果の説明が必要であり，もちろんシ

ステムのサポートが期待される．このためには，罹災度判

定調査結果をデータベースに取り込んでおく必要がある．

つまり，罹災度判定からシステムによるデータ管理を行う

ことが効率的な運営につながる．また，発行された罹災証

明書は，役所内の様々な部署で展開される支援事業の根拠

資料となる．今回は，ワンストップサービスという形で，

役所内の部署間のたらいまわしを避けることを実現したが，

どの部署からも判定結果を参照できることが理想的である

ことは言うまでもない．また，罹災証明の発行はこれらの

支援事業がすべて終了するまで行われることからも，密に

連携できるシステムとして設計することは，価値を持つ．

さらに，このような支援事業内容を部署縦割りではなく，

被災者を中心に整理できれば，これが被災者台帳となる．

つまり，罹災度判定から被災者台帳管理までをシステムの

機能として盛り込むことが出来れば， も効率の良いデー

タ管理が可能となる．これらの事業をきめ細かく行うこと

が出来れば，被災者との信頼関係が構築でき，ひいては復

興計画の円滑な策定にもつながると考えられる．このよう

に広義の罹災証明発行システムを定義し，事前に開発・導

入を行ったとしても，災害時に運営できるかは，システム

利用者にかかっており，保証できない．そこで，システム

は災害時にOJTでの人材育成とインターフェースの修正が

容易にできるように，言い換えれば，災害発生時に導入が

できるように十分な柔軟性をもっておくとよい． 

6. おわりに 

東日本大震災時におこなった罹災証明発行業務につい

ての要求定義について説明した．また，導入プロセスでの

工夫を説明し，この経験を考慮したシステム設計に関する

知見を整理した．災害時の人材不足を考慮し導入プロセス

で，支援者を育成する手法についての提案を行った． 
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